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取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ 

～秘密保持契約書の締結が第一歩！ 
 

 

■ 親事業者が立合いと言って工場を見学し、自社のノウハウを持っていか

れて内製化されてしまった。 

■ 視察がきっかけで、製品をコピーされたことがあった。 

■ 自社から開示した技術を無償で様々なビジネスに利用できるという片務

的な契約の締結を強いられる 

 

自社にとってコアな強みの源泉となっている技術・ノウハウ等が意図せず、取引開始前の相手方

や取引先から漏えいしたり、意図せず活用されてしまうことで、自社の強みが簡単にキャッチアッ

プされてしまったり、対価を得る機会を逸してしまうといった事例が後を絶ちません。 

 

■ 意図しない技術・ノウハウの漏えいを防ぐ最初の一歩が「秘密保持契約書」 

■ 取引開始前の情報交換、商談に際して締結するのは常識！ 

■ 相手方が嫌な顔をしたら、中小企業庁のガイドラインも参考に！ 

 

秘密保持契約書の締結は「普通」の商慣行です。長年培ったコアな強みを支える技術・ノウハウが

失われるのは一瞬の油断から。秘密保持契約書の締結をせずに、技術・ノウハウを開示すること

は金庫を開けっぱなしにするのと一緒であると考えましょう。 

 

■ 一度、漏れた技術・ノウハウを取り戻すことは出来ません。 

■ 本当に保護しなければならない情報であれば、秘密保持契約書があって

も開示しない、事前に知的財産権取得による保護や、「営業秘密」として

保護が出来ないか検討余地があります（専門家や支援機関にも相談しま

しょう） 

 

秘密保持契約書は相手方に契約上の義務を課しますが、争いになれば主張・立証も大変ですし、

契約の当事者以外に漏えいした場合には、契約の相手方にしか契約違反を問えません（相手方

がライバル企業に情報を横流ししても、ライバル企業には契約に基づいた文句を言えません） 

資料９ 

（案） 








